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安
保
法
案
の
国
会
審
議
が
進
む

に
つ
れ
、
国
会
周
辺
の
声
は
日
に
日

に
大
き
く
、
全
国
各
地
で
「
戦
争

法
案
反
対
！
」、「
安
倍
は
や
め
ろ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

！
」
と
一
人
一
人
が
自
覚

的
、
自
発
的
に
立
ち
上
が

り
ま
し
た
。
シ
ー
ル
ズ
が

連
日
国
会
で
コ
ー
ル
す

る
の
も
、「
だ
れ
の
子
ど

も
も
こ
ろ
さ
せ
な
い
」
と

マ
マ
が
全
国
で
立
ち
あ

が
っ
た
の
も
、「
戦
争
法

案
」
が
憲
法
違
反
で
、
一

番
の
犠
牲
が
若
者
と
子

供
達
で
あ
り
、
平
和
と
民

主
主
義
の
危
機
を
感
じ

た
か
ら
で
す
。 

 

こ
の
法
案
に
対
し
、

憲 
 

 

憲
法
学
者
、
弁
護
士
、

元
内
閣
法
制
局
長
官
、
元
最
高
裁
長

官
・
判
事
に
い
た
る
ま
で
違
憲
・
反

対
を
表
明
し
ま
し
た
。
大
森
元
内
閣

法
制
局
長
官
は
、
９
月
８
日
の
参
院

で
の
参
考
人
質
疑
で
「
我
が
国
が
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
、
第
三

国
に
武
力
攻
撃
の
矛
先
を
向
け
る

と
、
そ
の
第
三
国
は
我
が
国
に
対
し

攻
撃
の
矛
先
を
向
け
て
く
る
こ
と

は
必
定
で
あ
り
、
紛
争
に
巻
き
込
ま

れ
る
危
険
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
抑
止
力
を
痛
烈
に
批
判

し
ま
し
た
。 

   

政
府
は
、
憲
法
違
反
の
法
案
ゴ
リ

押
し
に
加
え
、
圧
倒
的
な
憲
法
学
者

の
違
憲
や
反
対
、
世
論
調
査
の
「
今

国
会
で
の
成
立
反
対
」
な
ど
国
民
の

異
論
や
批
判
の
声
に
ま
っ
た
く
耳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

を
傾
け
ず
法
案
を
ゴ
リ
押 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

し
た
の
は
民
主
主
義
の
否

定
で
あ
り
、
二
重
に
許
さ
れ

ま
せ
ん
。 

今
、
小
選
挙
区
制
に
よ
り

民
意
と
議
席
に
乖
離
が
生
じ

て
い
ま
す
。
安
倍
自
公
政
権 

は
、
戦
争
法
案
を
強
行
採
決

し
ま
し
た
が
決
し
て
諦
め
ま
せ
ん
。

成
立
し
た
か
ら
と
言
っ
て
放
置
す
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。「
戦
争
法
」

が
憲
法
に
真
っ
向
か
ら
背
く
違
憲
立

法
だ
か
ら
で
す
。「
戦
争
法
」
に
盛
り

込
ま
れ
た
ど
れ
も
が
憲
法
９
条
に
反

し
武
力
の
行
使
で
国
民
の
命
を
危
険

に
さ
ら
す
法
律
だ
か
ら
で
す
。 

す
で
に
、
強
行
採
決
直
後
か
ら

「
戦
争
法
」
廃
止
の
声
明
や
運
動
が

呼
び
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
戦
争

法
案
」
反
対
の
世
論
と
運
動
は
国
民

一
人
一
人
が
自
覚
的
、
自
発
的
に
声

を
あ
げ
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の

声
は
国
会
の
数
の
多
数
で
消
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
国

民
の
共
同
、
野
党
の
共
同
を
さ
ら
に

強
め
て
「
戦
争
法
」
廃
止
、
安
倍
政

権
打
倒
へ
と
声
を
あ
げ
足
を
す
す

め
ま
し
ょ
う
。 
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「
戦
争
法
案
」
（
安
保
法
案
）
が
９
月
１
９
日
、
午
前
２
時
過
ぎ
、

真
夜
中
に
参
議
院
本
会
議
で
強
行
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。
国
民
多
数

の
「
今
国
会
成
立
反
対
」
と
の
声
を
無
視
し
た
強
行
に
、
休
む
こ
と
な

く
抗
議
と
「
戦
争
法
」
廃
止
、
安
倍
政
権
打
倒
へ
と
足
を
す
す
め
ま
す
。 


